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日野川の取水制限を一時的に解除しました 

～恵みの雨により日野川の流況一時回復～ 

 

  

日野川流域においては、令和元年５月３１日９時から、流域利水者（発電を除 

く）全てにおいて、取水量を一律５％削減する取水制限を実施し、６月６日９時 

からは取水制限率を一律１０％に引き上げています。 

 ６月７日（金）の明け方からの降雨により、日野川の流況も一時的に回復してい

ることから、流域利水者の現状を鑑み、本日８時をもって取水制限を「一時解除」

しました。 

 なお、この措置は今回の降雨による河川状況を考慮した一時的な措置であり、 

今後、流量が減り車尾堰付近の流量が１㎥／ｓを下回った時は、再度段階的に 

取水制限を実施します。 

 取水制限を再開する際は、別途お知らせします。 

 
※車尾堰付近の流量とは、日野川堰と法勝寺堰の放流量を加えた数値から、最下流の 

利水者が取水した後の数量です。 
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